
○牛久市スポーツ大会出場補助金交付要綱 

平成１１年１０月１８日 

告示第９５号 

改正 平成２１年７月２７日告示第１３２号 

平成２３年１２月２８日告示第２４１号 

平成３０年６月５日告示第１２１号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、社会体育の振興や奨励を図るため、牛久市を代表してス

ポーツ大会に出場する団体若しくは個人に対して、補助金を交付することに

ついて、牛久市補助金等交付規則（平成３年規則第７号）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者等） 

第２条 補助対象となる個人は、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、

申請時において、市に納めるべき市税等（市民税、固定資産税・都市計画税、

軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、学校給

食費、保育料、幼稚園入園料、幼稚園授業料、下水道使用料及び市営住宅使

用料をいう。）を滞納していないものとする。ただし、次項の規定により補

助対象となる団体に属している個人は、当該団体が当該個人の出場する大会

と同一の大会において補助金の交付を受けるときは、補助対象としない。 

(1) 市内に住所を有する者 

(2) 牛久市体育協会に加盟している団体に所属し、かつ、市内に在勤又は在

学する者 

(3) 牛久市スポーツ少年団に加盟している単位団に所属し、かつ、市内に在

勤又は在学する者 

２ 補助対象となる団体は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。 

(1) 牛久市体育協会に加盟している団体 

(2) 牛久市スポーツ少年団に加盟している単位団 



３ 補助対象者の範囲は、次の各号に掲げる者とする。 

(1) 当該大会に出場する選手 

(2) 当該大会に出場する監督 

(3) 当該大会に出場する引率責任者又は代表者のうち１名 

４ 前３項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたものは、補助対象者

とすることができる。 

（全部改正〔平成２３年告示２４１号〕、一部改正〔平成３０年告示

１２１号〕） 

（補助対象大会） 

第３条 補助対象となるスポーツ大会（以下「大会」という。）は、国、県、

公益財団法人日本スポーツ協会（属する専門部も含む。）若しくは財団法人

日本身体障害者スポーツ協会が主催し、県等の予選会を経て県代表として出

場する関東大会以上の大会とする。ただし、次に掲げる大会については、除

くものとする。 

(1) 学校体育団体が主催する大会又は学校活動の一環として開催される大会 

(2) 全国スポーツレクリエーション祭 

(3) 一部の県が対象になる関東大会（北関東大会・東関東大会等） 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたものは、同一年度内に

おいて、同一団体及び個人を問わず、１回を限度とし、補助対象大会とする

ことができる。 

（一部改正〔平成２３年告示２４１号・３０年１２１号〕） 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、別表のとおりとする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（個人又は団体の監督者、選手の代

表者若しくは引率の責任者。以下「申請者」という。）は、牛久市スポーツ

大会出場補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添付し



て、大会開催日までに市長に申請しなければならない。ただし、やむをえな

い事由があると認めるときは、大会開催日の翌日から当該年度の末日までに

申請することができる。 

(1) 出場を決定した予選大会等の結果資料 

(2) 出場する大会の開催要項 

(3) 出場する大会の参加申込書の写し 

(4) 出場計画書及び加盟団体の推薦状 

(5) 大会出場者名簿 

（一部改正〔平成２１年告示１３２号・２３年２４１号・３０年１２

１号〕） 

（補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、牛久

市スポーツ大会出場補助金交付決定通知書（様式第２号）により、申請者に

通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第７条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付の請求をしようとする

ときは、牛久市スポーツ大会出場補助金交付請求書（様式第３号）を市長に

提出しなければならない。 

（追加〔平成２１年告示１３２号〕） 

（補助事業の実績報告） 

第８条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の完了後、速やかに牛久市スポ

ーツ大会出場補助金実績報告書（様式第４号）を市長に提出しなければなら

ない。 

（一部改正〔平成２１年告示１３２号〕） 

（補助金の返還等） 

第９条 市長は、申請者が次の各号の一つに該当するときは、補助金の交付の



決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。 

(1) 申請者が虚偽の申請により、不正に補助金の交付を受けたとき。 

(2) この要綱及びこの要綱に基づく市長の指示に従わないとき。 

(3) 大会への参加を中止したとき。 

(4) その他補助金を交付することが不適当と認められるとき。 

（一部改正〔平成２１年告示１３２号〕） 

（補則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

（一部改正〔平成２１年告示１３２号〕） 

附 則 

この告示は、平成１１年１０月１８日から施行する。 

附 則（平成２１年告示第１３２号） 

この告示は、公布の日から施行し、改正後の牛久市スポーツ大会出場補助金

交付要綱の規定は、平成２１年４月１日から適用する。 

附 則（平成２３年１２月２８日告示第２４１号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年告示第１２１号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この告示による改正後の牛久市スポーツ大会出場補助金交付要綱の規定は、

この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお

従前の例による。 

別表（第４条関係） 

（全部改正〔平成３０年告示１２１号〕） 

大会区分 開催地区分 補助金の額 

個人 団体 



オリンピック大会 

パラリンピック大

会 

国内 1人 50,000円 個人の額に対象人数を乗じた

額。 国外 1人 100,000

円 

世界選手権大会 

アジア大会 

その他の国際大会 

国内 1人 30,000円 個人の額に対象人数を乗じた

額。 国外 1人 50,000円 

全国大会 関東地区 1人 20,000円 個人の額に対象人数を乗じた

額。ただし、100,000円を限度

とする。 

関東地区以

外 

1人 30,000円 個人の額に対象人数を乗じた

額。ただし、400,000円を限度

とする。 

関東大会 県内 1人 5,000円 個人の額に対象人数を乗じた

額。ただし、100,000円を限度

とする。 

県外 1人 10,000円 

備考 対象人数とは、大会要項等の規定により参加することが認められる者

（大会要項等に規定がない場合は、参加申込書に記載した者）のうち、交

付対象者となる者の数をいう。 



 



 



 



 



様式第１号（第５条関係） 

（一部改正〔平成２１年告示１３２号・３０年１２１号〕） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

（追加〔平成２１年告示１３２号〕） 

様式第４号（第８条関係） 

（一部改正〔平成２１年告示１３２号〕） 

 


